
令和６年４月１日現在 

グループホーム（認知症対応型共同生活介護）料金表 

 

○入居金・・・なし 

 

○サービス単位 １単位＝10.27円 

 施設サービス費 

要介護１ 753 単位 

要介護２ 788 単位 

要介護３ 812 単位 

要介護４ 828 単位 

要介護５ 845 単位 

 

○家賃・食材料費 

家賃 月額 96,000 円（30 日の場合） 日割り計算の場合は、1 日あたり 3,200 円 

食材料費 月額 66,000 円（30 日の場合） 日割り計算の場合は、1 日あたり 2,200 円 

 

＜負担割合＞ 

介護サービス費の負担割合は、前年の所得に応じて決定され、６５歳以上で一定以上の所得がある方は２割ま

たは３割、それ以外の方は１割となります。 

負担割合 所得区分 

３割負担 次の①②の両方を満たす方 

① ６５歳以上で本人の合計所得金額が 220万円以上 

② 本人を含めた同一世帯の６５歳以上の方の年金収入＋その他の合計所得金額が 

単身  ：340万円以上 

２人以上：463万円以上 

２割負担 次の①②の両方を満たす方 

① ６５歳以上で本人の合計所得金額が 160万円以上 220万円未満 

② 本人を含めた同一世帯の６５歳以上の方の年金収入＋その他の合計所得金額が 

単身  ：280万円以上 

２人以上：346万円以上 

１割負担 本人の合計所得金額が 160万円未満 

６４歳以下の方 

※ 介護保険被保険者証とは別に交付される、「介護保険負担割合証」に記載された負担割合をご確認く 

ださい。 

 

 

 

 

 



   ○サービス利用料金表（１割負担の場合） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 7,733 円／日 8,092 円／日 8,339 円／日 8,503 円／日 8,678 円／日 

2.介護保険給付額 6,959 円／日 7,282 円／日 7,505 円／日 7,652 円／日 7,810 円／日 

3.自己負担額（１－２の額） 774 円／日 810 円／日 834 円／日 851 円／日 868 円／日 

4.家賃 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 

5.食材料費 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 

※自己負担額合計（３+４+５の額） 6,174 円／日 6,210 円／日 6,234 円／日  6,251 円／日 6,268 円／日 

 

   ○サービス利用料金表（２割負担の場合） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 7,733 円／日 8,092 円／日 8,339 円／日 8,503 円／日 8,678 円／日 

2.介護保険給付額 6,186 円／日 6,473 円／日 6,671 円／日 6,802 円／日 6,942 円／日 

3.自己負担額（１－２の額） 1,547 円／日 1,619 円／日 1,668 円／日 1,701 円／日 1,736 円／日 

4.家賃 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 

5.食材料費 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 

※自己負担額合計（３+４+５の額） 6,947 円／日 7,019 円／日 7,068 円／日  7,101 円／日 7,136 円／日 

 

   ○サービス利用料金表（３割負担の場合） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 7,733 円／日 8,092 円／日 8,339 円／日 8,503 円／日 8,678 円／日 

2.介護保険給付額 5,413 円／日 5,664 円／日 5,837 円／日 5,952 円／日 6,074 円／日 

3.自己負担額（１－２の額） 2,320 円／日 2,428 円／日 2,502 円／日 2,551 円／日 2,604 円／日 

4.家賃 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 3,200 円／日 

5.食材料費 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 2,200 円／日 

※自己負担額合計（３+４+５の額） 7,720 円／日 7,828 円／日 7,902 円／日  7,951 円／日 8,004 円／日 

※ 上記サービス利用料金には、各種加算料金は含まれておりません。 

 

○加算内容 

項目 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

① 夜間支援体制加算（Ⅱ） 26 円／日 52 円／日 77 円／日 

② 若年性認知症利用者受入加算 124 円／日 247 円／日 370 円／日 

③ 入院時費用 253 円／日 506 円／日 758 円／日 

④ 看取り介護加算（死亡日以前 31 日以上 45 日以下） 74 円／日 148 円／日 222 円／日 

⑤ 看取り介護加算（死亡日以前 4 日以上 30 日以下） 148 円／日 296 円／日 444 円／日 

⑥ 看取り介護加算（死亡日の前日及び前々日） 699 円／日 1,397 円／日 2,095 円／日 

⑦ 看取り介護加算（死亡日） 1,315 円／日 2,629 円／日 3,944 円／日 

⑧ 初期加算（入居から 30 日以内の期間） 31 円／日 62 円／日 93 円／日 

⑨ 協力医療機関連携加算 103 円／月 206 円／月 309 円／月 

⑩ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 103 円／月 206 円／月 309 円／月 



⑪ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 206 円／月 411 円／月 617 円／月 

⑫ 医療連携体制加算（Ⅰ）（イ） 59 円／日 117 円／日 176 円／日 

⑬ 医療連携体制加算（Ⅰ）（ロ） 49 円／日 97 円／日 145 円／日 

⑭ 医療連携体制加算（Ⅰ）（ハ） 38 円／日 76 円／日 114 円／日 

⑮ 医療連携体制加算（Ⅱ） 6 円／日 11 円／日 16 円／日 

⑯ 口腔衛生管理体制加算 31 円／月 62 円／月 93 円／月 

⑰ 退居時情報提供加算 257 円 514 円 771 円 

⑱ 退居時相談援助加算 411 円／回 822 円／回 1,233 円／回 

⑲ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 円／日 6 円／日 9 円／日 

⑳ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 5 円／日 9 円／日 13 円／日 

㉑ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 154 円／月 308 円／月 462 円／月 

㉒ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 124 円／月 247 円／月 370 円／月 

㉓ 栄養管理体制加算 31 円／月 62 円／月 93 円／月 

㉔ 口腔・栄養スクリーニング加算 21 円／回 41 円／回 62 円／回 

㉕ 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅰ） 11 円／月 21 円／月 31 円／月 

㉖ 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅱ） 6 円／月 11 円／月 16 円／月 

㉗ 新興感染症等施設療養費 247 円／日 493 円／日 740 円／日 

㉘ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 103 円／月 206 円／月 309 円／月 

㉙ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 11 円／月 21 円／月 31 円／月 

㉚ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 23 円／日 45 円／日 68 円／日 

㉛ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 19 円／日 37 円／日 56 円／日 

㉜ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 7 円／日 13 円／日 19 円／日 

㉝ 科学的介護推進体制加算 41 円／月 82 円／月 123 円／月 

介護職員処遇改善加算（※ 下記①～⑥は、令和６年５月３１日まで算定可能） 

① 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し

た額の 11.1％相当を加算 

② 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し

た額の 8.1％相当を加算 

③ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し

た額の 4.5％相当を加算 

④ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し

た額の 3.1％相当を加算 

⑤ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し

た額の 2.3％相当を加算 

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算 
基本単位数に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加

算、介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算を加え算定し



た額の 2.3％相当を加算 

介護職員等処遇改善加算（※ 下記⑦～⑩は、令和６年６月１日より算定可能） 

① 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
基本単位数に介護職員等処遇改善加算以外の加算を加え算定した

額の 18.6％相当を加算 

② 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 
基本単位数に介護職員等処遇改善加算以外の加算を加え算定した

額の 17.8％相当を加算 

③ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 
基本単位数に介護職員等処遇改善加算以外の加算を加え算定した

額の 15.5％相当を加算 

④ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 
基本単位数に介護職員等処遇改善加算以外の加算を加え算定した

額の 12.5％相当を加算 

※ 加算については、施設が体制要件を満たした場合に料金が発生します。 

 

以上 


